
例）２者の場合

くじ引きの方法

   ① 上記例で、Ａ社及びＢ社の並びは見積書の提出が早い者から左へ並べます。
     くじ引きの実施決定後「くじ引き線本数指定書」の提出について、くじ引き参加者
     全者に連絡します。
   ② くじ引きに参加する全者が指定した本数の合計がくじに引く横線の本数となります
    （上記例では４本）。この線は、上記例のように上から下へＡ社とＢ社の間に引いて
     いきます。
   ③ 上記例のとおり、事務局の担当者印の押印箇所（常に左の縦線下端）を引いた者を
     契約候補者とします。上記例ではＡ社です。
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例）３者の場合

   ① 上記例で、Ａ社からＣ社の並びは見積書の提出が早い者から左へ順に並べます。
   ② くじ引きに参加する全者が指定した本数の合計がくじに引く横線の本数とします
     （上記例では６本）。この線は、上記例のように１本目がＡ社とＢ社の間（ⅰ）、
     ２本目がＢ社とＣ社の間（ⅱ）、３本目以降も同じ順番〔（ⅲ）～（ⅵ）〕で上
     から下へ交互に引いていきます。
   ③ 上記例のとおり、事務局の担当者印の押印箇所（常に左の縦線下端）を引いた者を
     契約候補者とします。上記例ではＡ社です。
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例）４者の場合

   ① 上記例で、Ａ社からＤ社の並びは見積書の提出が早い者から左へ順に並べます。
   ② くじ引きに参加する全者が指定した本数の合計がくじに引く横線の本数とします
     （上記例では７本）。この線は、上記例のように１本目がＡ社とＢ社の間（ⅰ）、
     ２本目がＢ社とＣ社の間（ⅱ）、３本目がＣ社とＤ社の間（ⅲ）の順に引いてい
     き、４本目以降は折り返して〔（ⅳ）～（ⅶ）〕上から下へ引いていきます。
   ③ 上記例のとおり、事務局の担当者印の押印箇所（常に左の縦線下端）を引いた者を
     契約候補者とします。上記例ではＤ社です。
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